
令和 6年度からの変更について 
 

登録団体の皆様 

令和 6 年度より、にぎわい交流館の利用について変更が予定

されておりますのでお知らせします。 
 

1. 閉館時間と会議室の夜間利用について 

閉館時間は以下の通り変更になります。 

現在：22 時 → 変更後：21 時 
 

会議室の夜間利用の最終時間帯は 

現在：21 時 30 分 → 変更後：20 時 30 分 

なお、サロンの利用は現在の 20 時までのままとなります。 
 

2.会議室の名称変更について 

会議室の名称は以下の通り変更になります。 

定員等は今までの通り変更はありません。 

現在：AB 会議室 → 会議室 1 

現在：C 会議室   → 会議室 2 

現在：D 会議室   → 会議室 3 

現在：和室 E・F  → 和会議室 
 
 

1 月 5 日（金）（9：00～20：00 の間に電話予約）には、 

令和 6 年 4 月の先行予約が可能です。 

上記を踏まえてご予約いただきますようお願いいたします。 

※変更した情報は 4 月以降ににぎわい交流館利用の手引きと共に、ホームページにてお

知らせします。 

 

令和 5 年 11 月 日進市にぎわい交流館 


